
京都市のマンション管理支援の取組
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京都のまちの特徴とマンション

沿道のマンション 2



昭和56年 12月 京滋マンション管理対策協議会が発足
→会員マンションの実態調査を実施し、建築士の派遣や弁護
士の無料相談などを行う「管対協コンサルタント」制度を設立

→大規模修繕工事の見学会などを開催 等

平成12年度 マンション実態調査（全数）
平成13年度 すまいよろず相談、すまいスクール出張版 開始

8月 マンション管理適正化法施行
12月 前々・京都市住宅マスタープラン 策定

→「分譲マンションの適切管理を明記」
平成17・18年度 高経年マンション実態調査
平成19年度 分譲マンション建替え・大規模修繕アドバイザー派遣制度 開始

分譲マンション耐震診断補助制度 開始
（改修補助20年度～、計画作成補助24年度～）
分譲マンション実態調査（全数）

9月 新景観政策施行
平成22年 3月 前・京都市住宅マスタープラン 策定

→「予防的な観点を重視した分譲マンションの適切な維持管理の推進」を明記
平成22年度 高経年マンション専門家派遣事業 開始
平成23年度 高経年マンション実態調査
令和元・2年度 分譲マンション実態調査（全数）
令和4年度 3月 京都市分譲マンション管理適正化推進計画 策定

9月 管理計画認定制度 開始

マンション管理支援の経過

草創

発展

充実

民間主導
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マンション管理支援の対象

☆マンション管理セミナー（平成9年度～令和2年度）
★すまいスクール出張版（平成13年度～）
★すまい相談（平成13年度～）
★分譲マンション建替え・大規模修繕
アドバイザー派遣（平成19年度～）
※令和4年度～分譲マンション管理
アドバイザー派遣

☆マンション建替え融資（平成19～29年度）
※建替え決議を行った既存不適格マンションの

区分所有者のうち、住宅金融支援機構のフラット
35を受けて住宅を取得する場合

☆分譲マンション共用部分バリアフリー助成（平成22～令和2年度）
※共用部分のバリアフリー改修工事に要する費用の1/2（上限100万円）、対象工事 廊下、階段などの段差解消、通路や開

口部の拡幅等

★高経年マンション専門家派遣（平成22年度～）
※高経年マンションのうち、要支援マンションや要支援予備マンションとしたもの（64マンション、約3％）

市内の分譲マンション（約2,000棟）

平成19年9月以前に着工されたマン
ションのうち、高さ又は容積で既存不
適格（約650棟、約33%）

平成18年12月以前に着工されたマンション（1,415棟、約71%）

平成2年以前に建築されたマンション（663棟、約33%）

昭和56年5月31日以前に着工されたマンション（266棟、約13%）

☆耐震診断助成（平成19年度～）
※耐震診断費用の2/3（上限200万円）

☆耐震改修助成（平成20年度～）
※耐震改修工事に要する費用の1/2（上限1棟当たり4,800万円又は1戸当たり60万円のいずれか低い額）他

☆耐震改修計画作成助成（平成24年度～）

京都市住宅供給公
社京（みやこ）安
心すまいセンター
に委託

※ ★実施中、☆休止又は廃止
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マンション管理支援施策の発展
新景観政策をはじめ、歴史都市「京都」を未来に
引き継ぐため、高さやデザインなど厳しい景観規
制を実施

高度な専門性を有する、マンションの建替えや大規模修
繕工事に対する助言の必要性

「マンション建替え・大規模修繕アドバイザー
派遣」事業を開始（平成19年）

先の実態調査から、「高経年マンション」で居住者の高
齢化や居室の賃貸化が進み管理不全に陥る可能性が高
い。

平成17・18年度「高経年マンション実態調査」
平成23年度「高経年マンション実態調査」
→“要支援マンション”の定義と抽出

「高経年マンション専門家派遣事業」を開始
（平成22年）

アウトリーチ型

おせっかい型
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管理組合への支援の必要性を判定するための分類
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■高経年マンション専門家派遣事業の概要
（専門家派遣）
要支援マンションの中でも特に問題を抱える管理組合を
対象に専門家（マンション管理士、建築士、弁護士等）
を派遣し、管理組合運営の適正化に向けた支援を実施

（外部理事派遣）
要支援マンションの中でも特に問題を抱える管理組合を
対象に、外部役員として専門家 を派遣し、管理組合の運
営に関する実務を担いながら、区分所有者を対象とした
勉強会を開 催するなど、最⾧２箇年以内に、区分所有者
が主体的に判断し、管理組合を運営できるよう誘導

“おせっかい型”支援の成果
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■成果
・管理組合の設立
・大規模修繕工事の実施
・管理費、修繕積立金の適切な徴収 等

区分所有者の努力だけ
では管理組合機能の回
復が困難な場合、問題
が放置される傾向

マンションは私有財産
だが、老朽化がもたら
す住環境や景観への
影響が大きい

行政から積極的にアプローチする
“おせっかい型”支援の必要性

高経年マンション実態調査から明らかになった
「要支援マンション」の抱える問題に着目
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専門家派遣による改善事例
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マンション管理支援の課題と対応

■“おせっかい型”支援の課題
・法の根拠がないことを理由に行政の関与を拒む管理組合
が存在する。

・管理不全に陥ったマンションは、⾧期に渡る行政支援が
必要になる。

■令和元・2年度マンション実態調査
・加速する“２つの老い”
・区分所有者の管理への無関心

■マンション管理適正化推進計画の策定
これまでの“おせっかい型”の施策に加え、法に基づく制度
を活用した施策にも取り組むことで、効率的、効果的にマ
ンションの管理水準の底上げを図る。
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⾧期に渡る専門家派遣の事例

【事例３】平成22年度～
・管理組合の設立支援を行い、その
後大規模修繕工事を実施して危険
箇所は修繕したが、修繕積立金が
尽き、今後の建物や設備維持が難
しくなっている。

・除却に向けた検討協議中に売却す
る区分所有者があり、事情を知ら
ずに購入した区分所有者との合意
形成が困難となっている。

【事例１】平成23年度～
・管理組合を設立支援を行い、相続
人不明者の捜索、⾧期滞納者の訴
訟による回収等の支援を実施して
きた。

・建物の老朽化が進み、耐震性に問
題があるため早急に対策を講じる
必要があるが、非居住の区分所有
者と利害が一致せず合意形成が困
難となっている。

【事例２】平成26年度～
・外壁全体が剥がれ亀裂が多数、角部の
モルタルが破損して落下の危険性があ
るなど、老朽化がかなり進行していた
ため、危険箇所等の修繕を行った。

・耐震性に問題があるが、耐震工事には
多額の費用が生じるため、除却に向け
た合意形成の必要性が高いが、非居住
の区分所有者との利害が一致せず合意
形成が困難となっている。

建築年：1974年
階数：地上3階
住戸数：12戸
構造：RC

建築年：1972年
階数：地上4階
住戸数：7戸
構造：SRC

建築年：1971年
階数：地上3階
住戸数：14戸
構造：S

建築年：1972年
階数：地上4階
住戸数：7戸
構造：SRC

・専門家の支援により、管理組合の設立や大規模修繕工事の実施をした場合でも、既に老朽化が進行して
いるマンションでは、重なる修繕に多額の費用がかかる。

・⾧く維持管理していくことが難しい場合もあるため、除却も視野に入れた合意形成を進める必要が生じ
ているが、管理への無関心や賃貸化の進行など、合意形成に困難が生じている。

・このため、専門家が離れることができず、⾧期に渡る支援を行っている事例がある。

建築年：1974年
階数：地上3階
住戸数：12戸
構造：RC

建築年：1971年
階数：地上3階
住戸数：14戸
構造：S

建築年：1972年
階数：地上4階
住戸数：7戸
構造：SRC
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マンション管理適正化推進計画の策定

■要支援マンションの解消
法に基づく「助言」として位置付け、これまので“おせっかい”を超
えた、効果的な管理組合運営への関与

■管理計画認定マンション数：令和12年度までに300マンション

■良質なマンションの流通促進
若年・子育て世帯の住宅供給を促進し、京都のまちの好循環につなげる
ため、良質な認定マンションに対する⾧期ローンの安定供給を働きかけ

令和3年11月
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京都市の第一号認定マンション

マンション名：西京極大門ハイツ
建築年：昭和51年、総戸数：190戸

にぎわい ～地域に開かれたコミュニティ活動～

子育て ～若い世代に住み継ぐ～ 資産価値 環境と家計に配慮した省エネ・創エネ

安心・安全 ～災害への備え～
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管理計画認定の普及とまちの好循環

認定マンションの普及に向けた取組状況
4月～「マンション建替え・大規模修繕アドバイザー派遣」制

度の対象を管理組合ウ運営に関す内容にも広げ、「マ
ンション管理アドバイザー派遣」制度に改称

5月～ 管理組合（5月、8月、10月）へのダイレクトメール送
付（関係管理業者へも通知）

8月～ 京都市民しんぶん全市版9月号への掲載
住宅金融支援機構の協力により、新聞記事広告の掲載

9月～ 京都府マンション管理士会の協力により、無料相談会
を開始
認定マンションのプレスリリース、第一号認定マン
ションに対する授与式
京都マンション管理評価機構の国交省採択事業への参
加により、高経年マンション管理組合・不動産事業者
ヒアリングに同席

10月～認定基準に適合、かつ認定希望する管理組合への電話
による直接的な働きかけ

11月～管理業者へのアンケート送付、周知動画の配信 等

・マンションを社会資産と捉え、管理の適正化による良質な住環境の維持、歴史ある景観の保全、そして
若い世代への流通促進を通じ、持続可能な都市経営につなげていく。

・良質な管理のマンションを市場にPRするため、認定マンションの普及に取り組む。
・認定マンションを含めた管理組合同士の交流会など、管理組合が集い、情報交換できる場を提供
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